
 
 

 見本１  

選 挙 運 動 用 自 動 車 運 送 契 約 書 

 

発注者                        （以下「甲」という。）と 

受注者                        （以下「乙」という。）との間に、選挙運

動のための自動車運送について次のとおり契約を締結する。 

 

第１条 甲は、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１４１条にもとづき、次の自

動車を選挙運動に使用する目的のため運送に使用し、乙は運送する。 

１ 自動車の種類                               

２  車両番号                          

３  台数       １台 

第２条  賃貸借期間は、平成３０年   月   日から平成３０年   月   日ま

での  日間とする。 

第３条 賃貸借期間の賃借料は、以下のとおりとする。 

合計        円（税込）（１日        円×   日） 

第４条 第１条に掲げる自動車にかかる修繕費及び甲の責に帰することのできない損害

は、すべて乙において負担するものとする。 

第５条 この契約に定めるもののほか、必要な事項は、甲乙協議して定めるものとする。 

 

平成３０年    月    日 

 

（甲）  柳川市議会議員一般選挙  候補者 

氏    名                              印 

住    所 

（乙）  住    所 

名    称                              印 

代 表 者                              印 

 

 



 
 

見本２  

選挙運動用自動車賃貸借契約書 
 

賃借者                        （以下「甲」という。）と 

賃貸者                        （以下「乙」という。）との間に、選挙運

動用自動車の賃貸借について、次のとおり契約を締結する。 

 

第１条 甲は、乙が所有する次の自動車を選挙運動に使用する目的のため賃借し、乙は賃

貸する。 

１ 自動車の種類                               

２  車名年代                                  

３  車両番号                          

第２条  賃貸借期間は、平成３０年   月   日から平成３０年   月   日ま

での  日間とする。 

第３条 賃貸借期間の賃借料は、１日        円（税込）とする。 

第４条 賃貸借自動車にかかる修繕費及び甲の責に帰することのできない損害は、すべて

乙において負担するものとする。 

第５条 この契約に定めるもののほか、必要な事項は、甲乙協議して定めるものとする。 

 

平成３０年    月    日 

 

（甲）  柳川市議会議員一般選挙  候補者 

氏    名                              印 

住    所 

（乙）  住    所 

名    称                              印 

代 表 者                              印 

 



 
 

見本３ 

選 挙 運 動 用 自 動 車 の 燃 料 売 買 契 約 書 
 

発注者                        （以下「甲」という。）と 

受注者                        （以下「乙」という。）の間に、選挙運動

用自動車の燃料の売買について、次のとおり契約を締結する。 

 

第１条  契約する品名、規格品質、契約単価は以下のとおりとする。 

 １ 品名         ガソリン                        

２  規格品質       レギュラー                      

３  契約単価        １リットル当たり           円   

第２条 売買の期間は、平成３０年   月   日から平成３０年   月   日ま

での  日間とする。 

第３条 乙は、給油の際には、甲に給油伝票（燃料の供給日、燃料の供給を受けた選挙運

動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則（昭和４５年運輸省令第７号）第

１３条第１項第４号に規定する４けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運

送車両法施行規則（昭和２６年運輸省令第７４号）第３６条の１７第１項第４号若しく

は第３６条の１８第１項第３号に規定する４けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び

燃料供給金額が記載された書面）を交付するものとする。 

第４条 この契約に定めるもののほか、必要な事項は、甲乙協議して定めるものとする。 

 

平成３０年    月    日 

 

（甲）  柳川市議会議員一般選挙  候補者 

氏    名                              印 

住    所 

（乙）  住    所 

名    称                              印 

代 表 者                              印 



 
 

見本４  

選挙運動用自動車の運転に関する雇用契約書 
 

雇用者                        （以下「甲」という。）と 

被雇用者                       （以下「乙」という。）との間に、選挙運

動用自動車の運転に関する雇用について、次のとおり契約を締結する。 

 

第１条  雇用期間は、平成３０年   月   日から平成３０年   月   日まで

の  日間とする。 

第２条 雇用期間の賃金は、１日        円（税込）とする。 

第３条 この契約に定めるもののほか、必要な事項は、甲乙協議して定めるものとする。 

 

平成３０年    月    日 

 

（甲）  柳川市議会議員一般選挙  候補者 

氏    名                              印 

住    所 

（乙）  住    所 

名    称                              印 

代 表 者                              印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

見本５ 

選挙運動用ポスター作成契約書 

 

発注者                        （以下「甲」という。）と 

受注者                        （以下「乙」という。）の間に、選挙運動

用ポスターの作成について、次のとおり契約を締結する。 

 

第１条  契約する選挙運動用ポスターの規格品質、数量、契約単価、契約金額は以下のと

おりとする。 

１  規格品質                               

２  数量                     枚   

３  契約単価        １枚当たり          円   

４ 契約金額                  円   

第２条 納入期限は、平成３０年   月   日とする。 

第３条 この契約に定めるもののほか、必要な事項は、甲乙協議して定めるものとする。 

 

平成３０年    月    日 

 

（甲）  柳川市議会議員一般選挙  候補者 

氏    名                              印 

住    所 

（乙）  住    所 

名    称                              印 

代 表 者                              印 

 


